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　広報いなざわ　令和２年(2020年)11月号　10

　11 月２日 ( 月 ) から配布します。希望する
方は、配布場所で受け取ってください。
※原則、１世帯１部

2021納税情報カレンダーを配布します
問合先　市役所収納課　 0587(32)1247 1004030

▼配布場所　市役所収納課、支所、市民セン
ター、市民病院、保健センター、図書館など

問合先　市役所収納課　 0587(32)1247 1001039

便利な口座振替を利用してください

申し込み方法  
　市が指定した金融機関または市役所収納課・支所・市民センターの窓口へ、預 ( 貯 ) 金通帳と通帳
届け印を持参の上、手続きしてください。口座振替依頼書を市が受理した日の翌月の納期分から振り
替えを開始します。

納期内納税にご協力を納期内納税にご協力を
●納付が遅れたときは
　当初の納付書で納付できる場合もありますが、市役所収納課から専用
の再発行納付書または払込取扱票を送付します。
●納税に困ったときは
　市税などを滞納すると、法の定めるところにより財産の差し押さえを
受けることがあります。納期内に納税できない事情のある方は、早めに
市役所収納課へ相談してください。電話相談も行っています。
●休日納税相談窓口

▼とき　12 月６日 ( 日 )、午前９時～午後４時 ▼ところ　市役所収納課

税に関する作品 入賞作品の展示税に関する作品 入賞作品の展示
　11 月 11 日～ 17 日の「税を考える週間」に合わせ、一宮納税貯蓄組合連合会が小・中学生から税
に関する習字と作文を募集しました。入賞作品を次のとおり展示します。

● とき　11 月９日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 木 )

● ところ　ｉービルシビックテラス（一宮市栄三丁目）

　口座振替制度は、指定した預 ( 貯 ) 金口座から自動的に市の税・料金を振り替えて納める制度です。

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
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く

県
西
尾
張
県
税
事
務
所
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個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納

期
限
は
11
月
30
日
（月）
で
す
。

　
第
２
期
分
の
納
付
書
は
８
月
に

送
付
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し

て
い
ま
す
。
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
（
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
に

限
る
）、
県
税
事
務
所
な
ど
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　「
愛
知
県
県
税
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
お
支
払
サ
イ
ト
」
か
ら
の

納
付
（
手
数
料
が
必
要
）
や
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
「
Ｐ
ａ
ｙ

Ｂ
」
で
の
納
付
も
で
き
ま
す
。

　
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
金
融

機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）、

県
税
事
務
所
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
税

に
は
口
座

振
替
の
制

度
も
あ
り

ま
す
。
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稲
沢
西
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
の
保
留
地
を
販
売
し
ま
す

（
先
着
順
・
随
意
契
約
）。

▼
申
し
込
み
　
11
月
30
日
（月）
か
ら

市
役
所
都
市
整
備
課
へ

※ 

詳
し
く
は
、
市
役
所
都
市
整
備

課
で
配
布
す
る
案
内
書
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
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　広報いなざわ　令和２年(2020年)11月号11

　松くい虫を原因とする、松の枯死事例が発生しています。
　枯れた松を放置すると、枝折れや倒木の恐れがあり大変危険
です。造園業者や駆除業者にご相談の上、適切に処理をし、被
害を広げないようご協力ください。

●松くい虫の被害の特徴
・ 夏から秋にかけて２週間程度で古い葉（枝元）から鮮やかな・ 夏から秋にかけて２週間程度で古い葉（枝元）から鮮やかな
赤褐色に変色し、全体が枯死します赤褐色に変色し、全体が枯死します
・カミキリムシを経由して他の松にも被害が拡大します・カミキリムシを経由して他の松にも被害が拡大します
・ 感染した松を助ける方法はありませんが、あらかじめ消毒や・ 感染した松を助ける方法はありませんが、あらかじめ消毒や
殺虫をすることで防除することができます殺虫をすることで防除することができます

問合先　市役所農務課　 0587(32)1352 
1007037
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祖
父
江
支
所
地
区
ま
ち
づ
く
り

推
進
協
議
会
で
は
、（
一
財
）
自

治
総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
宝
く
じ
の

社
会
貢
献
広
報
事
業
の
助
成
を
受

け
て
備
品
を
購
入
し
ま
し
た
。
こ

の
備
品
を
、
地
区
行
事
な
ど
に
貸

し
出
し
ま
す
。

▼
貸
出
備
品
　
簡
易
テ
ン
ト
、
投

光
器
な
ど
▼
申
込
先
　
祖
父
江
支

所
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

地
域
保
険
と
し
て
世
帯
単
位
で
加

入
す
る
も
の
で
、
納
税
義
務
者
は

世
帯
主
で
す
。

　
11
月
30
日
(月)
は
、
国
保
税
の
第

７
期
の
納
期
限
で
す
。
自
主
納
付

の
方
は
、
金
融
機
関
な
ど
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
方

は
、
預
（
貯
）
金
残
高
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

●
今
後
の
納
期
限
日

　
第
８
期
…
12
月
25
日
(金)

　
第
９
期
…
令
和
３
年
２
月
１
日
(月)

　
第
10
期
…
令
和
３
年
３
月
１
日
(月)

●
国
保
税
の
月
割
課
税

　
社
会
保
険
な
ど
を
離
脱
す
る
と

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
、

加
入
し
た
月
か
ら
年
度
末
の
３
月

ま
で
が
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

国
保
税
は
月
割
り
で
課
さ
れ
、
届

け
出
た
月
の
翌
月
以
後
の
納
期
に

割
り
振
ら
れ
ま
す
（
加
入
し
た
日

か
ら
の
日
割
課
税
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

●
届
け
出
は
14
日
以
内
に

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
少
な
い

納
期
に
割
り
振
ら
れ
、
１
回
当
た

り
の
納
付
額
が
高
く
な
り
ま
す
。

社
会
保
険
な
ど
を
離
脱
し
た
場
合

は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
の
発
行

市
役
所
国
保
年
金
課
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年
末
調
整
・
確
定
申
告
の
際
、

国
民
年
金
保
険
料
は
今
年
１
年
間

に
納
付
し
た
全
額
が
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
る
に
は
控
除
証
明

書
ま
た
は
領
収
証
書
の
添
付
が
必

要
で
す
。
控
除
証
明
書（
は
が
き
）

は
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
申
告
の
時
期
ま
で
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
送
付
時
期
　
①
１
月
１
日
〜
９

月
30
日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
方
…
11
月
上
旬
②
10
月
１

日
〜
12
月
31
日
に
初
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
…
令
和

３
年
２
月
中
旬
▼
そ
の
他
　
家
族

の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

場
合
は
、
納
付
し
た
方
の
社
会
保

険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
被
保
険
者
ご
と
に
送
ら
れ

る
控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、
申

告
し
て
く
だ
さ
い
▼
問
合
先
　
ね

ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（

０
５
７
０(

０
０
３)

０
０
４
）　

※
０
５
０
で
は
じ
ま
る
電
話
番
号

の
電
話
か
ら
か
け
る
場
合
は

０
３(

６
６
３
０)

２
５
２
５
へ

猫
の
飼
い
主
の
方
へ

環
境
保
全
課
（
環
境
セ
ン
タ
ー
内
）

０
５
８
７(

36)
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１
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放
し
飼
い
の
猫
は
、
飼
い
主
の

知
ら
な
い
間
に
近
隣
に
迷
惑
を
掛

け
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
よ

り
良
い
近
隣
関
係
を
保
つ
た
め
に

も
、
飼
い
主
は
マ
ナ
ー
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

●
猫
の
飼
い
方

・ 

し
つ
け
を
し
、
室
内
飼
い
を
心

掛
け
ま
し
ょ
う

・  
ふ
ん
尿
の
始
末
を
し
、
猫
専
用

の
ト
イ
レ
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

・ 

外
に
出
す
場
合
は
、
飼
い
主
が

分
か
る
よ
う
、
首
輪
や
迷
い
札

な
ど
を
付
け
ま
し
ょ
う

・  

望
ま
な
い
繁
殖
を
防
ぐ
た
め
、

不
妊
・
去
勢
手
術
を
し
て
飼
い

ま
し
ょ
う

・ 

愛
情
を
持
っ
て
最
後
ま
で
飼
い

ま
し
ょ
う

松くい虫の被害に
　　　ご注意ください！


